
三 浦 海 岸 桜 ま つ り 協 賛 要 領  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 三 浦 海 岸 桜 ま つ り （ 以 下 、 「 桜 ま つ り 」 と

い う 。 ） 開 催 の 趣 旨 に 賛 同 す る 法 人 そ の 他 の 団 体 及 び 個 人 に よ

る 協 賛 、 協 賛 を 行 う 者 （ 以 下 「 協 賛 者 」 と い う 。 ） の 特 典 等 に

つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 協 賛 の 方 法 ）  

第 ２ 条  協 賛 の 方 法 は 、桜 ま つ り の 実 施 に 要 す る 資 金（ 以 下「 協

賛 金 」 と い う 。） 又 は 物 品 等 （ 以 下 、 こ れ ら を 総 称 し て 「 協 賛

金 等 」 と い う 。） の 提 供 と す る 。  

 （ 協 賛 者 の 特 典 ）  

第 ３ 条  協 賛 者 は 、 次 に 掲 げ る 特 典 を 受 け る こ と が で き る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 協 賛 の 種 別 に 応 じ 受 け る こ と の で き る 特 典

の 範 囲 は 、 別 表 の と お り と す る 。  

（ １ ）  桜 ま つ り 会 場 に お け る 頒 布 物 へ の 広 告 の 掲 載  

（ ２ ）  桜 ま つ り 会 場 で の 出 展 活 動  

（ ３ ）  桜 ま つ り 公 式 ウ ェ ブ サ イ ト へ の 広 告 の 掲 載  

２  三 浦 海 岸 ま ち な み 事 業 協 議 会 三 浦 海 岸 桜 ま つ り 運 営 委 員 会

（ 以 下 、「 運 営 委 員 会 」 と い う 。） は 、 前 項 各 号 に 定 め る も の

の ほ か 、 協 賛 の 内 容 に 応 じ て 協 賛 者 の 特 典 を 別 に 定 め る こ と

が で き る 。  

（ 協 賛 の 申 込 み 等 ）  

第 ４ 条  協 賛 を 行 お う と す る 者 は 、 三 浦 海 岸 桜 ま つ り 協 賛 申 込

書 （ 第 １ 号 様 式 ） に よ り 運 営 委 員 会 あ て 申 し 込 ま な け れ ば な

ら な い 。  

２  運 営 委 員 会 は 、 前 項 の 申 込 み が あ っ た と き は 、 速 や か に 協 賛

の 可 否 を 決 定 し 、 三 浦 海 岸 桜 ま つ り 協 賛 承 諾 ・ 不 承 諾 決 定 通 知

書 （ 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 協 賛 金 等 の 納 付 ）  

第 ５ 条  協 賛 者 の う ち 協 賛 金 の 提 供 を 行 う も の は 、 前 条 に よ り

そ の 承 諾 を 受 け た 後 、 運 営 委 員 会 が 指 定 す る 期 限 ま で に 協 賛

金 を 一 括 し て 納 付 す る も の と す る 。 た だ し 、 運 営 委 員 会 が 特



に 認 め る 場 合 に は 、 別 に 指 定 す る 期 間 内 に お い て 協 賛 金 を 分

割 し て 納 付 す る こ と が で き る 。  

２  協 賛 者 の う ち 物 品 の 提 供 を 行 う も の は 、 前 条 に よ り そ の 承

諾 を 受 け た 後 、 運 営 委 員 会 の 指 定 す る 期 限 ま で に 、 指 定 す る

方 法 に よ り 物 品 等 を 納 付 す る も の と す る 。  

（ 協 賛 金 等 の 返 還 ）  

第 ６ 条  既 に 納 付 し た 協 賛 金 等 は 、 返 還 し な い も の と す る 。 た

だ し 、 桜 ま つ り の 中 止 等 協 賛 金 等 の 大 部 分 の 活 用 が 著 し く 困

難 な 事 情 が 発 生 し た 場 合 は 、 運 営 委 員 会 の 決 定 に よ り 、 そ の

全 部 又 は 一 部 を 協 賛 者 に 返 還 す る こ と が で き る 。  

（ 広 告 掲 載 等 の 制 限 ）  

第 ７ 条  協 賛 者 の 特 典 に よ る 広 告 掲 載 及 び 出 展 活 動 （ 以 下 「 広 告

掲 載 等 」 と い う 。） は 、 次 の い ず れ に も 該 当 し な い も の で な け

れ ば な ら な い 。  

（ １ ）  法 令 等 に 違 反 し 、 又 は そ の お そ れ の あ る 内 容 を 含 む も の  

（ ２ ）  公 序 良 俗 に 反 し 、 又 は そ の お そ れ の あ る 内 容 を 含 む も の  

（ ３ ）  政 治 性 の あ る も の  

（ ４ ）  宗 教 性 の あ る も の  

（ ５ ）  個 人 、 団 体 等 の 思 想 、 意 見 等 に つ い て の 表 明 を 内 容 と す

る も の  

（ ６ ）  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 広 告 掲 載 等 が 適 当 で な い と

運 営 委 員 会 が 認 め る も の  

（ 協 賛 承 諾 の 取 消 し 等 ）  

第 ８ 条  運 営 委 員 会 は 、 次 の い ず れ か の 場 合 に お い て 、 協 賛 承 諾

の 決 定 を 取 消 し 、 又 は 既 に 行 わ れ て い る 広 告 掲 載 等 を 中 止 す る

こ と が で き る 。  

（ １ ）  協 賛 金 等 を 期 日 ま で に 納 付 し な か っ た と き 。  

（ ２ ）  広 告 掲 載 等 の 内 容 が 前 条 各 号 に 該 当 す る に 至 っ た と き 。  

（ ３ ）  申 込 者 か ら 広 告 掲 載 等 を 中 止 す る 旨 の 申 出 が あ っ た と き 。 

（ 委 任 ）  

第 ９ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 協 賛 に 関 し て 必 要 な 事

項 は 、 運 営 委 員 会 が 別 に 定 め る 。  



   附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 1 0 月 2 8 日 か ら 施 行 す る 。  

 



別 表 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

協 賛 金 等 の

区 分  

特 典 の 種 別  

桜 ま つ り 会 場 に

お け る 頒 布 物 へ

の 広 告 の 掲 載  

桜 ま つ り 会 場

で の 出 展 活 動  

桜 ま つ り 公 式 ウ

ェ ブ サ イ ト へ の

広 告 の 掲 載  

協 賛 者 ロ ゴ  協 賛

者 名  

リ ン ク 設 定  

大  中  小  あ り  な し  

5 0 万 円 以 上  ●     
●  

（ 上 限 ３ 日 ）  
●   

3 0 万 円 以 上  

5 0 万 円 未 満  
 ●    

●  

（ 上 限 ２ 日 ）  
●   

1 0 万 円 以 上  

3 0 万 円 未 満  
  ●   

●  

（ 上 限 １ 日 ）  
●   

５ 万 円 以 上  

1 0 万 円 未 満  
   ●   ●   

１ 万 円 以 上  

５ 万 円 未 満  
   ●    ●  



第 １ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

三 浦 海 岸 桜 ま つ り 協 賛 申 込 書  

  年   月   日  

三 浦 海 岸 ま ち な み 事 業 協 議 会  

三 浦 海 岸 桜 ま つ り 運 営 委 員 会  

運 営 委 員 長   

申 込 者  氏 名  

住 所  

電 話  

E - m a i l  

次 の と お り 三 浦 海 岸 桜 ま つ り へ の 協 賛 を 申 し 込 み ま す 。  

協 賛 の 種 別  

 □  協 賛 金 （          円 ）     

□  物  品  ※ 具 体 的 な 物 品 名 、 個 数 等                

                  （        円 相 当 ）  

受 け る こ と を 希 望 す る 特 典 の 種 別  

□  頒 布 物 へ の 広 告 掲 載    

□  桜 ま つ り で の 出 展 活 動  

□  ウ ェ ブ サ イ ト へ の 広 告 掲 載  

 ※  出 展 活 動 の 希 望 が あ れ ば 記 載 し て く だ さ い 。 た だ し 、 希 望 に は 添 え

な い こ と が あ り ま す 。  

 希 望 日 １     年   月   日  

 希 望 日 ２     年   月   日  

 希 望 日 ３     年   月   日  

 ※  広 告 物 の 具 体 案 、 出 展 活 動 の 具 体 内 容 、 又 は Ｐ Ｒ 活 動 の 具 体 内 容 を

記 載 し て く だ さ い 。  

 

 

※ 以 下 の 欄 に は 記 載 し な い で く だ さ い 。  

次 の と お り 決 定 し て よ ろ し い か 。（ 伺 い ）  

事 務 局 長  事 務 局 員  起 案 者  起 案 年 月 日  年   月   日  

   決 裁 年 月 日  年   月   日  

通 知 年 月 日  年   月   日  

決 定 区 分  □ 承 諾 す る   □ 承 諾 し な い  

協 賛 内 容   

特典の内容  



第 ２ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 

  年   月   日  

       様  

   

三 浦 海 岸 ま ち な み 事 業 協 議 会  

三 浦 海 岸 桜 ま つ り 運 営 委 員 会  

運 営 委 員 長   

 

三 浦 海 岸 桜 ま つ り 協 賛 承 諾 ・ 不 承 諾 決 定 通 知 書  

 

 次 の と お り 決 定 し ま し た の で 通 知 し ま す 。  

決 定 区 分  

 

□ 承 諾 し ま す  

 

□ 承 諾 ま せ ん  

協 賛 の 内 容   

納 付 期 限  

納 付 手 続  
 

特 典 の 内 容    

備  考    

 

理 由 ：  


